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水
が
続
い
た
。
原
因
は
、
県
企
業

局
か
ら
の
配
水
管
の
破
損
と
伺
っ

た
。
受
益
者
負
担
で
上
水
道
の
給

水
率
向
上
に
努
め
て
き
た
が
皮
肉

な
こ
と
に
、
震
災
に
よ
る
断
水
時

に
生
活
を
支
え
た
の
は
地
域
の
簡

易
水
道
で
あ
っ
た
。

　
　
そ
こ
で
石
下
東
部
地
区
で
は
最

近
ま
で
地
下
水
を
採
取
し
て
い
た

が
、
当
時
の
ケ
ー
シ
ン
グ
は
２
５

０
か
３
０
０
ミ
リ
で
あ
っ
た
と
思

う
。
緊
急
時
活
用
を
目
的
と
し
て

ダ
ブ
ル
ケ
ー
シ
ン
グ
に
し
て
採
水
、

薬
注
器
は
、
有
機
物
除
去
装
置
は

現
存
し
て
い
る
の
か
伺
い
ま
す
。

　
　
下
水
道
に
つ
い
て
は
認
可
区
域

は
省
い
て
、
下
水
道
事
業
、
農
業

集
落
排
水
事
業
も
特
別
会
計
単
独

で
は
厳
し
く
、
一
般
会
計
に
頼
ら

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
浄
化
槽
設
置
時

補
助
事
業
推
進
に
、
国
も
県
も
重

き
を
お
い
て
き
た
が
、
常
総
市
の

補
助
推
進
状
況
、
設
置
状
況
を
伺

う
。

②
防
災
無
線
の
設
置
（
屋
外
、
室
内

用
）
等
に
つ
い
て
。

　
　
旧
石
下
地
区
で
は
平
成
7
年
か

ら
運
用
開
始
し
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
防
災
の
み
な
ら
ず
、
市
民
生

活
に
密
着
し
た
放
送
も
あ
り
、
情

報
発
信
の
拠
点
と
し
て
広
く
活
用

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

耐
用
年
数
超
え
に
よ
る
故
障
や
旧

石
下
庁
舎
か
ら
の
移
設
に
関
し
て

は
、
経
費
の
増
大
に
よ
る
問
題
も

生
じ
て
い
る
。

　
　
そ
こ
で
、
こ
の
度
の
震
災
を
教

訓
と
し
て
、
非
常
時
に
有
効
な
こ

の
装
置
を
、
主
流
の
デ
ジ
タ
ル
で

一
体
化
し
市
内
全
域
で
の
運
用
を

図
っ
て
は
い
か
が
か
。

答
弁
（
都
市
建
設
部
長
）

　
　
市
の
上
水
道
は
地
下
水
と
県
水

を
水
源
と
し
、
給
水
区
域
は
四
つ

に
分
か
れ
て
い
る
が
合
併
後
、
両

地
区
の
緊
急
時
連
絡
管
整
備
を
進

め
、
今
回
の
震
災
時
に
は
こ
れ
を

利
用
し
て
一
部
送
水
を
行
っ
た
。

　
　
議
員
ご
指
摘
の
石
下
東
部
旧
１

号
井
戸
は
廃
止
届
け
を
出
し
て
お

り
、
ケ
ー
シ
ン
グ
は
３
０
０
ミ
リ

で
あ
る
が
、
２
０
０
ミ
リ
の
二
重

ケ
ー
シ
ン
グ
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。

緊
急
時
活
用
は
県
の
許
可
関
連
が

あ
り
検
討
事
項
と
さ
せ
て
い
た
だ

く
。

　
　
下
水
道
の
耐
震
は
、
被
害
想
定

さ
れ
る
接
続
部
分
に
可
と
う
継
ぎ

手
を
採
用
し
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
合
併
浄
化
槽
の
補
助
は

平
成
22
年
度
末
で
２
０
４
１
基
に

対
し
て
交
付
済
み
で
あ
り
、
現
在
、

年
平
均
１
１
８
件
で
推
移
し
て
い

る
。

答
弁
（
市
民
生
活
部
長
）

　
　
防
災
行
政
無
線
は
迅
速
な
情
報

伝
達
手
段
と
し
て
極
め
て
有
効
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
議
員
ご

指
摘
の
、
全
戸
へ
の
個
別
受
信
機

配
布
が
最
善
で
は
あ
る
が
高
額
な

点
と
、
電
源
が
家
庭
用
コ
ン
セ
ン

ト
で
あ
る
た
め
、
費
用
面
と
あ
わ

せ
た
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

今
後
、
水
海
道
地
区
へ
の
整
備
と

老
朽
化
し
た
石
下
地
区
防
災
無
線

の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
併
せ
、
市
内

全
域
で
の
運
用
を
検
討
し
て
い
く
。

で
想
定
し
て
い
る
。

　
　
避
難
場
所
に
つ
い
て
は
、
今
回

の
震
災
に
よ
る
被
災
場
所
で
あ
る

こ
と
や
耐
震
性
、
収
容
人
員
、
災

害
時
の
電
気
水
道
の
代
替
施
設
や

通
信
手
段
確
保
等
を
考
慮
し
て
早

急
に
見
直
し
を
行
う
。

　
　
次
に
、
消
防
水
利
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
消
火
栓
が
１
９
７
６
基
。

防
火
水
槽
は
大
小
合
わ
せ
７
２
０

基
が
整
備
済
み
で
あ
り
、
平
常
時

に
は
消
防
署
並
び
に
消
防
団
に
お

い
て
定
期
的
な
減
水
調
査
等
を
行

っ
て
い
る
。
　
今
回
の
震
災
後
の

点
検
に
つ
い
て
は
、
た
だ
ち
に
消

防
団
の
協
力
の
下
、
各
地
区
で
実

施
し
た
。
結
果
、
石
下
地
区
で
6

箇
所
、
水
海
道
地
区
で
10
箇
所
の

減
水
を
確
認
し
た
。
現
在
、
給
水

を
行
い
な
が
ら
状
況
確
認
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
不
具
合

が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
計
画
的
に

修
繕
あ
る
い
は
再
構
築
を
進
め
て

い
く
。

再
質
問

　
　
私
事
だ
が
、
議
員
に
な
る
前
に

は
消
防
署
と
自
衛
隊
に
い
た
。
多

く
の
大
規
模
災
害
地
域
へ
の
応
援

に
従
事
し
た
経
験
か
ら
申
し
上
げ

れ
ば
、
当
市
の
防
災
体
制
は
か
な

り
甘
い
と
感
じ
る
。
安
全
・
安
心

と
は
6
万
５
０
０
０
余
り
の
市
民

の
生
命
・
身
体
及
び
財
産
を
守
る

こ
と
で
あ
る
。
市
に
は
、
今
後
も

危
機
感
を
持
っ
て
、
も
っ
と
ス
ピ

ー
デ
ィ
に
取
り
組
ん
で
い
か
れ
る

こ
と
と
、
財
政
難
の
折
で
は
あ
る

が
市
民
の
生
命
に
関
わ
る
こ
と
で

あ
る
た
め
、
適
切
な
予
算
付
け
を

額
５
０
０
０
円
の
4
方
式
に
よ
る

賦
課
と
な
っ
て
い
る
。
近
隣
と
の

比
較
で
は
坂
東
市
10
万
３
４
２
１

円
、
下
妻
市
10
万
２
５
８
５
円
、

つ
く
ば
市
10
万
５
３
４
１
円
、
つ

く
ば
み
ら
い
市
10
万
５
６
６
７
円
、

守
谷
市
10
万
７
７
９
２
円
、
常
総

市
10
万
３
７
３
３
円
と
な
っ
て
い

る
。

再
質
問

　
　
国
民
保
険
税
の
問
題
で
、
３
分

割
法
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が

あ
る
ら
し
い
が
、
今
、
部
長
か
ら

も
４
方
式
と
言
わ
れ
た
が
、
そ
の

辺
、
つ
く
ば
市
、
つ
く
ば
み
ら
い
市
、

守
谷
市
等
の
比
較
が
出
ま
し
た
が
、

私
の
ほ
う
も
少
し
勉
強
し
て
か
ら

ま
た
、
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

 <

そ
の
他
の
質
問>

○
住
宅
警
報
器
の
設
置
に
つ
い
て

○
３
月
11
日
未
曾
有
の
災
害
か
ら
、

多
く
の
犠
牲
の
下
（
人
や
物
、
精

神
的
に
も
）
あ
の
よ
う
な
教
訓
を

基
に
、
災
害
に
強
い
常
総
市
へ
ど

の
様
に
改
革
、
計
画
推
進
な
さ
れ

て
い
る
の
か
現
状
を
尋
ね
る
。

質
問

①
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
強
化
、整
備（
上

下
水
道
の
地
震
対
策
）と
多
種（
給

水
）
多
様
（
連
結
様
式
）
に
拠
る

配
水
計
画
等
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　
震
災
後
、
石
下
東
部
地
区
の
断

災
害
に
強
い
常
総
市
を

考
え
る

遠
藤
　
正
信 

議
員

 <

そ
の
他
の
質
問>

○
ア
グ
リ
ロ
ー
ド
（
東
野
原
地
区
）

に
信
号
機
の
設
置
と
車
両
通
行
の

安
全
確
保
に
つ
い
て

○
東
日
本
大
震
災
後
の
防
災
体
制
に

つ
い
て

質
問

　
　
防
災
計
画
を
至
急
見
直
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
対
策

本
部
の
設
置
及
び
招
集
方
法
、
避

難
場
所
の
再
選
定
、
消
防
用
水
利

の
点
検
は
至
急
必
要
と
思
わ
れ
る

が
、
市
の
考
え
を
問
う
。

答
弁
（
市
民
生
活
部
長
）

　
　
防
災
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
昨
年
度
の
機
構
改
革
に
よ
る

組
織
の
変
更
や
災
害
発
生
時
の
想

定
を
具
体
的
に
盛
り
込
ん
だ
当
市

の
防
災
計
画
書
策
定
作
業
に
は
、

今
年
度
か
ら
入
る
予
定
で
あ
っ
た
。

　
　
災
害
対
策
本
部
の
設
置
に
つ
い

て
は
震
災
対
策
で
あ
れ
ば
震
度
６

弱
、
風
水
害
対
策
で
あ
れ
ば
警
報

の
発
令
、
大
規
模
な
災
害
が
発
生

す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
災
害
対

策
本
部
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
参
集
方
法
に
つ
い
て
は
第
一
次

か
ら
三
次
ま
で
の
段
階
的
参
集
範

囲
を
設
け
て
い
る
。

　
　
対
策
本
部
の
設
置
場
所
に
つ
い

て
は
、
市
役
所
本
庁
・
本
庁
が
駄

目
で
あ
れ
ば
石
下
庁
舎
、
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
と
、
第
４
候
補
地
ま

非
常
時
の
対
応
を
考
え

る

小
林
　
剛 

議
員


